
役員・評議員等報酬規程 

 

（目的） 

第１条  

１ この規程は、社会福祉法人錦江舎の役員・評議員等の報酬等について定めるものである。 

 

（定義） 

第２条  

１ 本規程でいう役員とは、理事、監事及び評議員をいう。 

２ 本規程でいう理事の区分は、理事長、専務理事、常務理事、常勤理事、非常勤理事である。 

３ 報酬は、法人と委任関係にある役員の職務執行の対価として支払われるものである。 

 

（理事会、評議員会の出席報酬等） 

第３条  

１ 理事長及び理事及び評議員が理事会や評議員会に出席したときは、別表１により１日分の報酬を

支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第４条の報酬

はこれを支払わないものとする。 

２ 距離が 100 キロ以上の場合、実費を交通費として支給する。 

 

（理事長、専務理事、常務理事、常勤理事及び非常勤理事の報酬等） 

第４条  

１ 理事長、専務理事、常務理事の報酬は、勤務状況に応じ、役員等報酬表に定める基準額

（別表３）に基づき各人に支給する。 

  ただし、基準額を上限とし、経営状況及び勤務状況を勘案し減額することができる。 

２ 理事長、専務理事、常務理事の基準額は評議員会で定める。 

３ 理事長、専務理事、常務理事の退職慰労金は月額を基本給とみなし、社会福祉法人退職

給与規程に準じ支給することができる。 

４ 理事長、専務理事、常務理事に通勤手当、役員賞与は支給しない。 

５ 常勤理事は、社会福祉法人錦江舎給与規程の役職に応じて支給する。 

６ 職員給与を支給している常勤理事には、給与規程以外の報酬として月額５万円を支給する。 

７ 非常勤理事は、第３条 1 項及び２項を適用する。 

８ 常勤理事、非常勤理事等については、役員賞与及び退職慰労金は支給しない。 

９ 距離が 100 キロ以上の場合、実費を交通費として支給する。 

 

（監事の報酬等） 

第５条  

１ 監事が理事会に出席したときは、別表１により１日分の報酬を支払うことができる。なお、同日

にあわせて監事業務を行った場合は、別表２と比較し報酬が高い額のみを支給する。 

２ 監事が理事会（出席）以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状

況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表２により報酬を支払うことができる。 



３ 距離が 100 キロ以上の場合、実費を交通費として支給する。 

 

（役員の報酬総額） 

 第６条  

１ 役員の報酬の総額は、年間 42,500,000 円を超えない範囲とする。 

 

（報酬等の支給時期、方法） 

第７条  

１ 役員等に対する報酬等の支給時期は、毎月２８日とし、振込にて支払う。 

 

（苦情対応第三者委員の勤務報酬等） 

第８条 

１ 苦情対応第三者委員が理事会に出席したときは、別表１により１日分の報酬支払うこと

ができる。なお、同日にあわせて苦情対応第三者委員に係る業務を行った場合は別表２

と比較し報酬が高い額のみを支給する。、 

２ 苦情対応第三者委員が理事会（出席）以外の日において、法人及び施設に係る苦情対応

の業務にあたった場合は、別表２により報酬を支払うことができる。 

３ 距離が 100 キロ以上の場合、実費を交通費として支給する。 

 

（役員等の職務証跡） 

第９条  

１ 役員等は、法人職務証跡資料として、タイムカード（職務証跡）の作成に協力するもの

とする。 

 

（改正） 

第 10 条  

１ 本規程の改正は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

付 則 

 

この規程は、平成２５年１１月１日より適用する。 

 

平成２９年 ３月１３日改正  

平成２９年 ４月 １日施行 

平成３０年１０月２１日改正 

令和 ３年 ９月２５日改正 

令和 ４年 ６月１１日改正 

令和 ７年 ４月 １日施行（令和 7 年３月２９日評議員会決議、報酬額の改正） 

 

 



別表 1 理事会出席報酬等（日額） 

名称 報酬 

理事会出席報酬等 ９，０００円 

評議員会出席報酬等 ９，０００円 

評議員選任・解任委員会出席報酬等 ７，０００円 

※100 キロ未満の交通費込 

 

別表２業務報酬等（日額） 

名称 報酬 

監事監査指導報酬等 ２２，５００円 

苦情対応第三者委員会 １３，５００円 

入札立会 １０，０００円 

上記以外、問題解決・対応・出席依頼し

た場合 
1 時間につき４，５００円 

 

別表３役員等報酬（月額） 

  理事長 専務理事 常務理事 

１号棒 ３５０，０００ ２５０，０００ ２００，０００ 

２号棒 ４００，０００ ３００，０００ ２５０，０００ 

３号棒 ４５０，０００ ３５０，０００ ３００，０００ 

４号棒 ５００，０００ ４００，０００ ３５０，０００ 

５号棒 ６００，０００ ４５０，０００ ４００，０００ 

６号棒 ７００，０００ ５００，０００ ４５０，０００ 

７号棒 ８００，０００ ６００，０００ ５００，０００ 

８号棒 ９００，０００ ７００，０００ ５５０，０００ 

９号棒 １，０００，０００ ８００，０００ ６００，０００ 

１０号棒 １，１００，０００ ９００，０００ ６５０，０００ 

１１号棒 １，２００，０００ １，０００，０００ ７００，０００ 

１２号棒 １，３００，０００ １，１００，０００ ７５０，０００ 

１３号棒 １，４００，０００ １，２００，０００ ８００，０００ 

１４号棒 １，５００，０００ １，３００，０００ ８５０，０００ 

１５号棒 １，６００，０００ １，４００，０００ ９００，０００ 

１６号棒 １，７００，０００ １，５００，０００ ９５０，０００ 

１７号棒 １，８００，０００ １，６００，０００ １，０００，０００ 

１８号棒 １，９００，０００ １，７００，０００ １，１００，０００ 

１９号棒 ２，０００，０００ １，８００，０００ １，２００，０００ 

２０号棒 ２，１００，０００ １，９００，０００ １，３００，０００ 

 


